
論

説

山
梨
県
の
官
民
有
区
別
と
山
林
訴
訟

目

次

は

じ

め

に

一

公
有
地
官
民
有
区
別
処
分

に
つ
い
て

二

県
の
方
針
ー
ー
む
す
び
に
代
え
て

は

じ

め

に

田

嶋

悟

227

山
梨
県

で
の
地
租
改
正

は
、
明
治
六
年
七
月

、
干

八

日
の
地
租
改
正
法
公
布
直
後

の
⊥

月

に
始

ま
り
f
二
年
七
月

に
至
り

「
畿

」

破

蛭

矧
鍵
麓

整

鰯

反
、、畝
.
一八
歩
⊥、
A.五
硬

地
価
金
=
ハ
七
三
万
↓ハ九
一
.
丙

二
鋒

嘆

地
租
金
五
。
万
二

山
梨
県
は

「最
前
ノ
地
券
ヲ
不
発
畷
螺

務
獣

鮫

磁
騨

麟

訟
饗

依
直

改
正
竺

郭

」
し
・
改
租
の
結
果

長
野
・
秋

田
、
石
川
等
の
諸
県
と
同
様
耕
宅
地
反
別
が
響

に
増
加
し
た
県
で
蒙

.
明
治
九
年
九
月
・
地
租
改
正
霧

局
f
三
蓄

仕
高

山
源
蔵
・

……　　
一噛岬酬
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九
等
出
仕
青
木
盛

が
地
租
改
正
霧

局
総
葵

久
保
利
通
宛

に
提
出
し
た
復
無

に
よ
れ
ば
、
次

の
よ
う
で
あ

.
た
.

旧
時

ノ
租
法

ヲ
、顧

ル

ニ
偏
重

ア
リ
偏
軽

ア
リ
各
郡
種

々

ノ
称
呼

ヲ
下

シ
賦
課

ぞ

フ
ズ
壬
申

ノ
誉

明
治
五
年
八
月
の
大
小
切
騒
動
…

薯

)
ア
ル
モ
猶
寛
苛
失

1ー

ノ
患

‡

ヲ
保

セ

ス
之

レ
改
租

ノ
盛
典

ヲ
要

ス
ル
所
以

ナ
リ
然

リ
而

シ
テ
A
フ
反
別

二
許
多

ノ
増
加

ヲ
得

ル

ハ
私

關
新

墾

ノ
多

キ

ニ
係

ル
ト
錐

ト

モ
亦

昔

日
量

法

ノ
寛

緩

ト
今

日
調
査

ノ
精

密

ナ

ル
ト

ニ
拠

ル
モ

ノ
ト

ス

こ
れ
よ
り
先
・
明
治
六
年
八
月

(

二
日
大
蔵
省
租
税
寮

よ
り
県
宛

に
、
昨
年

か
・り
実
施
し

て
い
る
地
護

方

の
手
続

や
地
引
絵
図

の

調
査
等
・
作
業

の
経
過
報
告
を
求

め
、

そ
の
内
容

に
よ

っ
て

「
地
租
改
正
御
葦

緩
急
順
序
各
県
適
宜

ノ
御
昌

可
有
之

二
付
前
以
.疋
亦

承
知

」
し
た

い
と

の

「
番

」
が
あ

匙

。
同
月
二
左

日
藤
村
紫
朗
山
梨
県
梶

p
は
、
次

の
よ
・つ
に
応
答
し
た
.

最
前

ノ
地
券

ハ
昨
年
八
月
暴
動

再

彼
是

二
付
及
遅
延
其
上
畝
歩

ノ
延
縮
地
価

ノ
業

口
等
全
体

ノ
調
査
最
初

ヨ
リ
細
蜜

享

有
之

随

テ
券
状
渡
方
延
引
罷
在
候
処
此
度
御
改
正
塗

一
照
準
候

ヘ
ハ
最
前

ノ
遅
延

ハ
却

テ
A
フ
日

ノ
都
A
ロ
ト
相
成
候
間
先

日
来
猶
実
地
調
査

ノ
為
即
今
官
員
派
出
罷
在
追

々
報
知

ノ
趣

ニ
テ
ハ
景
況
可
成

二
有
之

九
月
占

付

の
租
税
寮

の
指
令

に
よ
る
と
、
地
租
改
正
実
施
は

「
至
大
至
重

ノ
条
竺

付
担
当

ノ
{日
員
本
寮

へ
出
頭
従
前
取
調

ノ
手
続

井
将
来
改
正
着
手
順
序

ノ
目
的

ト
モ
篤

ト
商
議

ヲ
尽
・
シ
候
」
着
手

ノ
儀

ト
可
相
心
得
事
L

で
あ

.
た
。
翌
九
早

.
百

付

で
蒋

県
権
令

は

「
税
法
改
正
其
他
件

々
伺
度
讐

之
御
用
暇
見
計
ヒ
京
仕
度
」
旨
実

薯

事
務
総
裁
参
議
大
隈
重
信
宛

に
上
申

し
、
同
早

九

日
許

可
を
難

・
県
権
令

が
自
ら
上
京
す
る
こ
と

に
な

っ
た
の
だ
が
、

そ

の
折

に

一
体
何
が
ど
の
よ
,つ
に
話

さ
れ
た
の
か
は
A
.
と
な

.
て
は
知

る

　

も

な

い
　

大
小
切
騒
動

の
影
響

で
地
護

方
等

の
手
続
が
遅
延
ど

こ
ろ
か
地
券
を
?

発
行
し
な

い
ま
ま
地
租
整

法
公
布
を
迎

え
た
県

劉

地

租
改
正

二
付
着
手
之
際
心
得
命

L
を
租
税
頭
宛

に
提
出
し
疑
義

に

つ
い
て
の
指
令
を
仰

ぐ
の
は
明
治
⊥ハ
年
卜

二
月

の
}、
と

で
あ

.
た
。

本
稿

の
目
的

は
山
梨
県

で
の
山
林
原
野

の
地
租
改
正
、
所
謂
官
民
有
区
別

の
経
過
と
結

果
、
残

さ
れ
た
課
題
等
を
検
討
す

る
}、
と

に
あ
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る
。
し
か
し
限
、b
れ
た
紙
幅

と
私
自
身

の
研
究
蓄
積

の
未
熟
故
、
課
題
に
迫
り
う

る
た
め

の
糸

・
を
何

と
か
示
す

こ
と
が
出
来
れ
ば
と
思

う
。
「
未
熟
」

の
所

以
は
次

の
指
摘

に
応

え
る
ト
分
な
準
備
を
し

て
い
な
い
と

こ
ろ
に
あ
(翻
。

県
当
局

の
方
針
、
県
令

.
担
当
官

の
態
度

が
罠

有
区
別

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
得

る
。

こ
こ
で
は
鰭

村
民

の
動
向
及
び

そ
れ
を
規
定
す

る
農
林
萎

中
、心
に
し
た
経
済

の
発
展
段
階
も
関
係
し
て
く
る
。

と
き

に
は
社
会
的
事
情
も
影
響
す

る
・

そ
し

て
場

合

に
よ

。
て
は
超
法
規
的
な
鱒

も
発
生
す
る
。
-
府
県

で
の
罠

有
区
別
を
検
討
す
る
場
合
、

い

つ
か
ら
区
別
を
開
始

し
・

そ
れ

は
ど

の
よ
う
な

方
針

に
基

づ

い
た

か
、

ま

た
ど

の
段

階

ま

で
進
行

し

た
か

。

そ

の
後

、

い

つ
、

ど

の
よ

う

に
変

更

し
・

あ

る

い
は
変

更

し
な

か

っ
た

か
。

そ

の
進
捗

状

況

は

ど

の
よ

う

で
あ

っ
た

か
。

最
終
的

に
は
ど

の
よ
う
な
方

針

に
も
と

つ

い
て
処

理

さ
れ

た

か
・

こ
れ

ら

一
連

の
過
程

を
上
記

の
諸
条

件

を
考

慮

し
な

が

ら
検

討

す

べ
き

で
あ

る
。

り、
れ
と
関
連

し

て
翁

邦
男
先
生

の
次

の
籍

は
霧

で
輪

。
明
治
初
年
当
時

(廃
蓉

県
以
後
)
の
政
府

に
と

っ
て
は
矢
継
早

や
に

出

す
新
政
策

の
全
府
県
璽

的
な
貫
徹
を
可
能

に
す

る
集
権
的
地
方
行
政
組
攣

作
る
た
め

に
は
、

旧
藩
地
方
役
人
登
用
禁
止

の
方
針

は

必
要
な
謹

で
あ

.
た
。

し
か
し
各
府
県
地
方
官
登
用
の
現
実
を
み
る
と
大
部
分

の
府
県

で
中
、
下
級
官
僚

の
か
な
り
の
部
分
は
同
府
県

出
身
者

に
よ

.
て
占
め
・り
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
旧
幕
府
代
官
支

配
地
を

責

し

て
統
治
し

て
き
た
甲
府
出

梨
県

に
お
い
て

は
萌

治

五
年
七
月
現
在
地
方
官

の
大
部
分
が
江
戸
勘
定
奉
行
支
配
下

の
甲
斐
国

旧
幕
府
代
官
所

(甲
府

・
唐

・
石
和
)
及
び
甲
府
町
奉
行
所
役
人

に
よ
り
構
成
さ
れ

て
い
る
。
右

の
方
針
が
適
用

さ
れ

て
い
な

い
の
で
あ

る
。
就
中
、
地
券
掛

に
任
命

さ
れ
た
八
名

は
全

て
旧
幕
府
所

属

の

者

で
代
享

附

.
手
代

で
あ
る
。
プ」
の
よ
・つ
な
地
方
行
政
官

の
来
歴
と
構
成
を
考

え
る
と
、
旧
幕
領
地

の
貢
租

土
地
制
馨

へ
の
認
識
・

県
民
と

の
対
応
、
紛
争
発
蒔

の
処

理
、

▼し
れ
・り
と
密
葉

可
分

の
関
係
を
も

つ
と
み
ら
れ

る
政
府

へ
の
伺

の
内
容

と
指
令

に
対
す

る
反

応

、

こ
う

し

た
視
角

で
の
検

討

は
不

可
欠

で
あ

る
が
後

日
に
委

ね

る

こ
と

に
し

た
。
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一

公
有
地
官
民
有
区
別
処
分
に
つ
い
て

公
有
地
官
民
有
区
別
処
分
を
め
ぐ

っ
て
生
じ
た
訴
訟

の
具
体
例
を
と
り
上
げ

る
。
原
告

は
村
民
多
数
、
被
告

は
県

で
あ
る
。

山

梨

県
北

部

に
位
置

す

る
北
巨

摩

郡
須

玉

町

(面
積

石

四

・
・
.六
扁
)
に
津
金

地

区

が
あ

る
。
明

治
ヒ

年

卜

.
耳

九

日
、
下

津

金

と
上

津

金

の
二
村

が
合
併
し

て
津
金
村
と
な
り
昭
和

三
レ
年

に
若
神
子
、
穂
足
、
多
麻
村

の
四
力
村
を
合
併

し

て
須
玉
町
と
な

っ
た
。
更

に
}」
の

後
三
±

年

に
江
草
村
・
三
西

年

に
増
富
村
を
編
入
し
た
。
藁

北

ノ
ニ
方

ハ
津
金
山

ノ
脈

ヲ
隔

テ

・
江
草
増
富
清
里

ノ
三
村

二
接

シ
南

ハ
万
鳥
山

ヲ
以
テ
豊

田
竺

接

シ
西

ハ
須
玉
川

ヲ
隔

テ

・
安
都
妻

都
那

ノ
、
亘

隣
L
し
、
佐
久
新
道

が
村
内
を
貫
く
。
明
治
九
生

　
ほ

　

月

一
日
調

で
は
本
籍
戸
数

二

五
戸
、
人

口

一
〇

二
九
人
。
明
治
レ
五
年
取
調

の
物
産
は
第

-
表

の
如

く
で
あ

る
。

明

治

八
年

八

月
・
内
務

省
勧

業

寮

の
役

人
織

胆

芝

(天
保
+
、・.年
.・、河
国
生
ま
れ
)
は
植

物

取
調

(お
も
に
難

)
の
た

め
武

甲
相

州

へ
向

　
ね
　

け

て
東

京

を
出

立

し
た
。

九
月

駈

六

日

晴
。

樫

山

ヨ
リ
穴

平

二
憩

ヒ
中
丸

二
宿

ス
。

七
時
樫
山

ヲ
出

テ
稲
田

ヲ
ー
テ
南

ノ
坂

ヲ
上
下

シ
、
浅
川

天

リ
津
金
村
小
尾
某

ノ
宅

二
憩

フ
。
此
東

二
金
毘
羅
山

ア
リ
。
山
麓

ヨ

リ
砥

石

ヲ
近

来

産

ス
・
石
品

ヲ
按

ス
ル

ニ
針

眼
気

孔

甚
蜜

シ
テ
剃

刀

ヲ
磨

ス

ヘ
シ
。
区

長
小

尾

肇

ト
ム呆
、
麻

、
楮

樹

ノ
談

ヲ
ナ

ス
。

去

テ
南

二
出

ツ
・

眼
界

皆
禾

黍

或

ハ
草

綿

ナ

リ
。

山

阪

ト
渓
橋

ヲ
過

キ
穴

平

二
到

リ
又

西
稲

田

ノ
間

ヨ
リ
高

岡

二
上

ル
。

峯

ヲ
、、、

ル
。

箕
輪

村

山
東

ヨ
リ
山

林
、

田
畑
、

稲

梁

ノ
豊
熟

ヲ
ミ

テ
五

～

田
大
畑

ヲ
過

キ
薄
暮

中
丸

村

二
至

リ
宿

ス
。

評

二
日

ク
、
津

金

ノ
辺

草
綿

ノ
生
立

宜

シ
。
此

ヨ
リ
南
西

諸
村

落

楮
樹

往

々
生

育
盛

ン
也

。

依

テ
中
丸

、
片

颪
村

ノ
辺

二
至

ル

　
　

　

迄
漉

紙
家

ア
リ
・

其
紙

ヲ
ミ

ル

ニ
逸
見

檀
紙

ト
唱

へ
逸

見

ノ
庄

ノ
遺
名

ヲ
追

ヒ
、

紙
性

強
梗

ニ
シ
テ
色

甚

白

才

フ
ス
、
障

子

ヲ

貼

ス

ヘ
カ

ラ

ス
。

文

字

ヲ
書

ス
ル

ニ
墨

ノ
応

セ
サ

ル

ヲ
如

何

ン
、
宜

シ
ク
精

巧

ヲ
極

メ
美

紙

ノ
如

ク
公
私

薄
書

ノ
給

ス
ル

ニ
到
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第1表 明治15年 物産

米

儒米

大麦

小麦

稗

大豆

蕎麦

馬鈴薯

繭

生糸

真綿

楮皮

紙

桑葉

藍葉

菜種

石998
.71

110.9E

4sa

252

97.2

50.8

66

792

575

55

!i!

850

23000

92DO

一フ
ハ
其

利

モ
多

キ
知

ヘ
キ

カ
。
此

諸
村

ハ
八

ケ
嶽

ノ
正

南
麓

ニ
シ

テ
、
高

燥

ナ

レ
ド

モ
水

利

二
便

ニ
シ
テ
向

陽
執
地

・

稲

梁
萩

妻

豊
富
、
其
民
依
稀

タ

ル
旧
風
、
区
戸
長

モ
閥
閲

委

ン
ス
ル
ア
ル
カ
、
農
政

ノ
注
意
他
策

ヲ
案

セ
ス
・
偶
桑
園

ヲ
試

ミ
当

　
マ

マ
し

年
失

敗

又
冷

臼

ロ
ヲ
傷

ル

ノ
恐

ヲ
抱

キ
、

威

々
タ

ル
ノ
形

況

ア
リ
、

悟

ラ

サ

ル
モ

ノ
カ
。

物

産
表

に
示

さ
れ

た
内
実

を
良

く
叙
述

し

て
い

る
。

山
梨
県

で
は
明
治
葦

九
月

下

音

、
合
村
心
得
を
雫

に
達
し
、
町
村
合
併
を
推
進
し
た
・

こ
の
心
得

の
条
文

に
は
山

に

つ
い
て

支

が
あ

る
。

「
村
持
山
或

ハ
入
会
山
箸

之
村

へ
他

ノ
村

々
A
日
併

ス
ル
ト
モ
事
実
差
支

ア
ル
ニ
於

テ

ハ
其
持
山
入
会
山

ヲ
共
同

セ
サ
ル

モ
苦

シ
カ

一フ
ス

但
協
議
ノ
上
可
成

ハ
讐

互

二
便
利
ヲ
径

和
親
睦

華

ヲ
営
ム
様
心
懸

へ(14
)
シ
」
・

こ
れ
を
う
け

て
斉

・
上
津
金
と
下
津
金

両
村

繧

々
申
A
口
せ

彼

対
嚢

.
之
事
L
を
作
成
し
た
。
山

に

つ
い
て
は

示

物
成
山
入
会
山
之
義

ハ
秣
苅
敷
薪
木

引
取
之
義

ハ
従
前
取

定
対
談
之
通
其
村
耕
地
持
場
限

り
勝
手
引
取
可
申
事
L
と
定

め
た
。
ま
た
反
別
調

の
と
き
、
下
津
金
村
地
内

に
あ

っ
て
穴
平
村

と

の
入
会

山
と
、
下
津
金
村
持
及
び
同
村

の
個
人
持

の
畑
荒
秣
場
成
地
と

の
貧

が
不
分
明
な
た
め

に
両
村
民
間

の
認
識

に
耀

を
き

た
し
係
争
沙

汰

と
な

っ
た
。

▼、
れ

は
同
年
九
月
合

、
両
村

で

「
入
会
山
対
談
為
取
換
定
壼

を
作
成
す
る

,と

で
結
着
し
た
・
入
会
山
は
反
別
調
の

と
き

に
作
成

し
た
絵
図
面

に
色
分

け
し

て
示
す

」
と

に
な
り
、

こ
れ
が
新
套

規
範

と
な

っ
た
。

以
後
・
異
論

が
牛
じ
な

い
よ
う

に
毎
年

表

}

7

3

…

9

6

8

束

斤

8

八
月
、
山
道
を
修
繕
す
る
と
き

に
は
両
村
か
ら
人
足
を
出

す

こ
と
に
し
、

役
人
航
会

の
も

と

「
今
般
築
造
之
境
塚

ヲ
修
補
致

シ
向
後
分
界
混
乱
」

な
き

こ
と
を
双
方
が
注
意
し
合

っ
た
。

明
治
卜

、五
年
五
月
十

日
の
県
宛

「
従
前
入
会
山
民
有
地

二
帰
着
御
詮

議
願
」
に
よ
れ
ば

(第
2
表
)
、
卜

四
年
六
月
士

二
日
の
管
内
布
達
乙
第

四

四
号

(従
前
入
会
秣
場
等
官
民
有
未
定
山
林
原
野
を
官
林
に
編
入
す
る
け
れ
ど

　糊
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第2表 係争の経過 と入会山の字名 ・反別

年月 日

明15.5.10

文 書 名

従 前入会 山民有 津 金村 の内元上津 金

地 二帰着 御詮議 村桑原 組 ・豊田村 の

願 内元 穴 平村 一→県

(指 令 …明16.2.23)

字 茗「 馴 収別

一耐
上 向 上 津金村の内元上津金

村桑原組 り己下齢i金 村地内'川 司矢1

村御所組一県1久 保i

(指 令 … 明16.4.6)i

羅 歪 村 の 内 元 ド津F+3fi'山96竪527

金村地内字松尾、
　

'字1勤之 神
、'茎 ヒ 了一

ド、 字 ド川 手 、r`r

/瀦 の内元ド津卿28…

糊 驚 藻域i画

∴廉綴鞭灘 漁 　1
明16.10.181従 前入会 山民有 地l

n.;...原鯉13件 と も共 通

明嚇 羅 隔 醗旨 ∴ ∫一一

面 諒 難 灘 一て 七 「司 上
__i.T.一 一

も
、
事
情
に
よ
っ
て
は
草
木
払
下
の
詮
議
を

す
る
…
筆
者
)
で
村

々
所
持

の
秣
場
が
突

然
官
有
地

に
確
定
し

「
驚
愕
」

し

て
い

る
と

こ
ろ
に
七
月
、

県

の
租
税
課
主
任

三
城

一
郎
が
郡
役
所

に
村

々
の
代
表
者

を
集
め

「
従
前
入
会
山
林
秣
場
等
今
回

官
有
地

二
帰

シ
タ

ル
ト
モ
従
前

ノ
慣
行

二
依

リ
柴
草
刈
採

二
於

テ

ハ
柳
無
差
支

様

可
致

ト
而

シ

テ
官
有

地

調
書

ヲ
下

附
」

し
た
。

更

に
八
月
、
.卜

日
の
管
内

布
達
乙
第
六
六
号

に
よ

っ
て
、

先

の
乙

第

四
四
号

で
示
し
た
官
林
草
木
伐
刈
方

出
願

の
期
限

を
九
月
三
十

日
迄
と
し
、

こ
の
期

限
中

に
巾

出

の
な

い
と
き

は

一
企
望
無
之
」
も

の
と
見
倣

し
後

日

の

苦
情

は
取

り
h
げ
な

い
と
達

し
た
。

こ

う
し
た
経
過
を

「
実
考

ス
ル

ニ
自

ラ
禁

ス
ル

コ
ト
能

ハ
ス
.不
得
止
入
会
秣
場
」
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第3表

津金村の内元上津金村

桑原組 ・豊田村の内元穴平村

寛文6年7月 「検 地帳」

膏i{】473イf8ぐト9∫卜1合

内4斗3升2合 小物 成 高

二入

津金村の内

け亡上津金村桑原組

嚇菰喩 罐熱夙
1物 成

L～ 凶 嵩齢合1勺当丑
宝永2年 「上津 金村 明

ド津金村 細帳」

民有を証明する文書と内容

津金村の内元上津金村

桑原組 ・元下津金村御所組

灘辮鰹 締織1
去ル申 ヨリ絵 小物成」ll

Ii

鍛 欝 繍 糠 声緬1i道緬 年「締
を隣村が傭 した =i

:道 路修馴1臓1当 組㈱ 山へ 、ア入 るた
一 一__ __一 _.め の 規 定 書ユ ロ へ 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロロ

明治6年 諏 定 申[11[-1対談 爵1弘 化4年 噺 行 地 郷 地

之 事」 分間帳」

占証文に照応 し連綿入会を 願 山の稼方を当組 の人

醐 眠 に割付 けたもの

撫癬麟勲蕊糟野震
を隣村が保証 した嬬 年 ノ慣 行」を隣村が保

1証 した文壽C一 部省略

__._一_ _一 一一. 一..._一 」'噛 筆 者)

寛文11年11月 「隙 金村御 宝永2年 「上齢 棚 繊 」

成ケ割付之事1秣III東 久保壱ケ所
、

塾 鰯1騰 劉 絶1廟 成米2斗'升61-一
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を
暑

地

に
引
戻

し
た
く
出
願

に
及
ん
だ

の
で
あ

っ
た
.
讐

提
出
か
ら
九
±

か
月

の
長
き
期
間
を
経

て
届

い
た
指
A
η
は

「獲

詮

議
」

で
あ

っ
た
・

こ
れ
を

う
け

て
土

ハ
隼

早

八
日
、
再
び
県
宛

に

「
御
詮
謡

」
を
提
出
し
た
.
村
が
民
有
地
を
証
明
す
る
と
考

.え

る
文
書

群

を
要

約

し

て
み
よ

う

(第
3
表
)。

毎

小
物
成
が
譲

さ
れ

て
い
る
検
地
帳
・
年
貢
割
付
状
、
村
明
細
帳
、
入
会
利
用
を
証

す
る
争
込湘
の
済

口
斐

と
規
定
君
.
の
類
、
「
璋

ノ
慣
行
」
薩

村
が
保
証
し
隻

書

の
三

つ
に
分
類

で
き
る
.

こ
の
願
書

に
対
し

て
県
は
僅
か
七

日
後

の
。
五

日

「
蓋
日
面
願
之
趣

ハ
最

前
指
令
之
通
可
想

得
事
」
と
返
答
し
た
・
続

い
て
壱

年
五
月
八

日
、
津
金
村

の
内

兀
上
津
金
村
桑
原
組
、
岨
豆
田
村

の
内
.兀
穴
平
村
組

齢

麹

黙
購
壁
麟

擁
恒
騰

鞭
縫
緊

蝶

請
願
合

ラ
署
名
捺
印

シ
族
籍
住
所

ヲ
記

シ
戸
長

二
請
願

ス
ル
者

ヲ
除
ク
外
住
暫

長

ノ
奥
印

ヲ
再
又
ク

ヘ
シ
其
連
名

ヲ
以

一ア
琵硝
願

ス
ル
者

ハ
各
人
自

フ
署

名
捺
印

シ
族
籍
住
所

ヲ
記

シ
其
総
代
又

ハ
請
願
発
起
人

ア
ル
‡

ハ
其
由

ヲ
肩
書

ス
ヘ
シ
一戸
長
ノ
奥
印

ヲ
受

ル

ハ
脇削
ノ
例

高

ジ
)

に
抵

触

す

る

た
め

に
受
理
さ
れ
な
か

っ
た
・
門
前
払

い
さ
れ
た
と
・ゴ睾

良

い
.

こ
う
し

て
大

年
三
早

日
、
津
金
村
清
水
政
槌
外

天

。
人
、
曲
豆
田
村

坂
本
秀
蔵
外

三

六
人
・
代
言
人
鳩
山
和
夫
ら
が
原
告
と
な
り
、
山
梨
県
Ap蒋

紫
朗
を
葉

口と
し
て

「
旧
公
有
地
罠

良

梨

当
ノ

処
分
取
消

ノ
訴
状
」
を
東
京
控
訴
裁
判
所

に
提
出

し
た

の
で
あ

っ
た
。

県

が
官
民
有
区
別

の
難

を
県
民

に
周
知
せ
し
あ
る
た
め

に
主
賃

を
郡
役
所

に
派
遣
し
、
各
村

の
一戸
長

.
人
民
総
代
を
召
集
し
示
達

を
お
こ
な

っ
た

の
竿

四
年
七
月

の
こ
と

で
あ

つ(廼
.

こ
の
頃
か
ら
県
下

で
は
山
林
処
分

の
不
当
を
糾
弾
す

る
士戸
が
高
ま

っ
た
.

}し
れ
を

見

三

山
林
処
分

ノ
如

キ

ハ
県
治
上

天

得
失

二
関

シ
候
舞

L
と

の
認
識

に
立

つ
藤
村
紫
朗
県
A
.
は
ト
四
年
土

早

ヒ
日
農
商
務
卿

宛
に

冒

有
地
山
林
原
野
処
分
之
義
二
付
蚤

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
・り
弩

な

っ
た
.
従

剛
入
会
の
慣
行
が
あ

.
て
事
憧

む
を
得

な

い
分

に
限
り
官
林

に
編
入
せ
ず
・
蓬

薯

地

と
し

て
官
地
貸
渡
し

の
義

に
よ

・
て
相
当

の
年
期
を
定
め
旧
慣

に
従

.
て
入
会
せ
、
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植
樹
保
護

に

つ
い
て
は
地
元
民

に
負
担
さ
せ
る

▼、
と
等

の
指
令
を
仰

い
だ
.
吉

年

二
月

三
日
の
指
令

に
て
西
郷
従
道
農
商
務
卿

は
入
会

を
許
す

べ
き
箇
所
と
許

さ
ざ
る
箇
所

と
を
区
別
し
、
そ

の
取
調
、
提
出
を
命

じ
た
.

こ
う
し
三

入
山

累

許
分
L
と
県

が
決
定
し
た
山

埜

八
万
二
八
三
八
町
五
反

二
畝
9

歩

は

「
特
別

ヲ
以

テ
」
入
会
が
認
め
ら
れ

る
こ
と

に
な

つ
(ダ

+
五
年
七
月
羊

九
日
の
指
令
)・

こ

の
中

に
津
金
村
地
内

の
山
林

は
見
当

な

り
な
い
。
「
入
山
不
差
許
候
共
差
支
無
之
分

」
三
々

扁茜

・
町
巌

9

歩

の
中

に
入

っ
て
い
た

と
思
わ
れ

る
.
罠

有
区
別
は
事
実
上

▼、
れ
に
て
苧

、
山
林
原
野

の
地
租
整

が

蔑

落
し
た

の
は
亡

年
九
月

の
▼」
と

で
あ

つ(魍
・

津
金
村

の
如
く
馨

地
響

御
詮
灘

を
県

に
提
出

し
た
村

は
他

に
も
少
な
か
ら
ず
存
在

し
た
は
ず
だ
が
・

こ
れ
が
薪

に
ま

で
至

っ
た

の
は
県
内

で
は
稀
有

と
田
心
わ
れ

る
.
東
京
控
訴
裁
判
所
宛

の
訴
状
提
撫

、
山
林
原
野

の
地
租
整

が
終

了
し

て
か
ら
業

後

の
こ
と

で

あ

っ
た
。

三
件

と
も
渠

口
代
一ツ叫悶人

は
当
駕

霜

夫

(の
ち
小
川
蜜

、
岸
小
.・
郎
に
代
わ
る
)
が
担
当
し
た
・

一
例
を
掲
げ
よ
.つ
・

山
梨
県
甲
斐
国
北
巨
摩
郡
津
金
村
平
民
清
水
政
惜
外
百
八
拾
人

同
県
同
国
同
郡
豊
田
村
平
民
坂
本
秀
蔵
外
百
三
拾
六
人

右
代
言
人

東
京
府
京
橋
区
加
賀
町
拾
六
番
地
出
張
東
京
府
卜
族

原
告

鳩
山
和
夫

旧
公
有
地
官
民
有
区
別
不
当
ノ
処
分
取
消
ノ
件

被
告

山
梨
県
令
藤
村
紫
朗

右
墜

口岱

m人
鳩
山
和
夫
申
上
候
本
訴
ノ
要
求
ハ
山
梨
県
甲
斐
国
北
巨
摩
郡
津
金
錨

内
旧
下
津

金
村
分
二
在
ル
原
告
等
入
季

松

尾
同
山
ノ
神
同
七
子
下
同
下
川
手
同
栃
久
保
第
百
九
拾
三
番
第
二
百
・
七
番
第
三
百
拾
審

第
四
頁

拾

ハ
番
第
八
百
六
拾
三
糞

四
千
三
百
。
五
糞

四
千
七
幕

九
番
第
四
千
七
百
六
拾
七
番
草
山
合
反
別
九
上

ハ
町
二
反
五
畝

廿
七
歩
及
字
松
尾
第
百
九
拾
三
番

ゆ　脚
舳一
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反
裂

拾
四
町
歩
ノ
内
柴
山
反
別
拾
四
町
歩
同
第

・百
・
三
糞

山
反
別
、
下

八
町
八
反
歩
此
食

別
四
レ
ニ
町
八
反
歩
ト
ノ
旧
公

有
山
地

ヲ
明
治
占

年
七
月
中
罠

有
区
別

ノ
処
分

ヲ
為

ス
一護

蓮

・山
梨
県
八
η
力
官
有

ト
定

メ
タ

ル
ハ
不
当

ノ
処
分

ナ
ル

符

之
力
取
消

シ
ヲ
求

ム
ル

ニ
奪

A
髪

該

論
山

ヲ
民
有

是

ム
ヘ
キ
証
左

ヲ
挙
ケ
其
竪

ト
効
力

ヲ
論
述

ス
ル
左

ノ
如

シ

夫

レ
本
訴
第

再

証

〔甲
州
逸
見
筋
下
津
金
村
御
検
地
屋
驚

題

シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
寛
文
六
丙
雀

七
月
廿
九
日
ノ
成
些

シ
一ア

当
時
役
人

力
之

レ
ヲ
公
認

シ
タ
ル

ハ
論

ヲ
竣

タ

ス
而

シ
テ
末
項

二
寺

〔高

四
百
七
レ

三
石

八
斗
九
升
壱
A
口
内
四
斗
三
升

、
入
口
小
物

成
高

二
入
〕

ト
記
載

ア
ル
ハ
即
チ
該
山

二
対

シ
小
物
墜

称

ス
ル
睾

年
貞

ヲ
納

メ
来
-
タ

ル
コ
ト
証
明

シ
得

ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ

其
第

二
号
証

〔甲
州
逸
見
筋
下
津
金
村
亥
之
御
成

ケ
割
附
之
事
〕

題

シ
タ

ル
モ
ノ

ハ
要

±

亥
隼

万

、
翌

日

ノ
成
些

シ
テ
其
当
時
所
轄

ノ
代
官
所

二
於

テ
鵡貝
租

ノ
割
付

ヲ
定

メ
ラ
レ
タ

ル
‡

下
附

さ

フ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
'ア
該
割
附
舷
口
俵

ア
貢
租

ヲ

納

メ
タ

ル
ハ
今
轟

ヲ
容

ル
ベ
カ

ラ
ス
而

シ
テ
該
割
附
窃

項

三

口囲

百
ヒ
七

、石
八
究

升
三
A
口
内
四
斗
三
升

.
入
口
小
物
成
高

ノ

　

二
入
〕

ト
霰

ア
リ
又
棊

項
聚

ノ
部

二
至

∴

米

、
」斗
壱
升
六
合
小
物
成
高

二
金

〕

ト
記
載

ア
ル

ハ
即

チ
小
物
成
高
四
丑

.

升

二
合

二
対

シ
米

二
斗
壱

升

六

合
宛

該
山

ノ
山
手

年

貢

ト

シ
一ア
納

メ
来

タ

リ
タ

ル

コ
ト

ヲ
証
明

ス
ル
モ

ノ
ナ
リ

其
第

三
号
証

〔差
上
里

札
之
事
〕

題

シ
タ

ル
モ
ノ

ハ
宝
竿

四
年
申
年
六
早

百

ノ
成
当

シ
一ア
当
時
該
山

二
付
入
A
ム
争
論

ノ
出
杢

及

ヒ
幕
府

ノ
評
定
竺

於

テ
吟
味

ノ
末
和
解

ヲ
申
付
ケ

ラ
レ
タ
ル
‡

再
論

二
及

ハ
サ
ル
為

メ
碁

日
趣

ヲ
詳
記

シ
一ア
評
定

所

へ
差
出

シ
タ

ル

一
札

ノ
讐

ナ
孟

シ
テ
些

札

ノ
明
文
中

〔依
之
被
仰
渡
候

ハ
云

々
〕

〔露

〕

〔訴
訟
方
穴
平
村
入
会
場

是

右
荒
畑

義

ハ
御
支
配
御
代
官

ヨ
誼

改

ヲ
請
地
霜

定
置
起
返
茨

第
禦

貢
上
稚

秣
場
役
米
員
数

ノ
儀

モ
御
代
官
御
吟
味

ヲ

請
穴
平
村
分

モ
下
津
金
村

へ
取
集

両

御
代
官
御
役
所

工
相
納

メ
以
来
双
方
和
融

ム
々
τ

ア
ル
ヲ
場

ア
見

レ

ハ
該
山

二
対

シ
峯

、

等
力
畠

進
退

ノ
件

ヲ
有

シ
秣
場
役
米

ヲ
モ
納

ム
ル
コ
ー

是

メ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ

ニ
シ
一ア
即

チ
暑

ヲ
証
竪

ツ
ル

禿

分

ノ
効
力

ヲ
有

ス

ル

モ

ノ
ナ

リ
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其
第
四
号
証

西

ノ
禦

貢
可
納
稗

童

〕
ト
題
ス
ル
モ
ノ
ハ
明
和
・
西

年
卜

万

二
在
テ
盛

タ
ル
モ
ニ

シ
}箕

肇

ナ
ル

コ
ト
第

.
尋号
証

二
異

才

フ
ズ
而

シ
}ア
其
嬰

中

〔高

四
斗
三
升
、
」合
此
聚

.
暮

升
六
京

物
成
〕

〔米
八
合
茄
.与

此
反
別
九
畝

左

雲

ル
巳

ヨ
リ
小
物
成
〕

〔米

二
石

三
A
.
去

ル
申

ヨ
又

会
小
物
成
窺

枡
砿
飴
薩

鮒
分
〕

〔此
反
別
百
町
壱
反
弍
畝

二
拾
歩
〕

等

ノ
記
載

ア
ル

ハ
其
小
物
成

ハ
勿
論
第

三
号
証

ノ
如

ク
{k
暦
西

年
以
来
竺

代
官
所

二
於

テ
定

づ

フ
レ
タ
ル
入
会
秣
場
役
米
等

二

至

ル
迄
該
山

二
対

シ
夫

畠

手
年
貢

ト
シ
テ
納

メ
来
タ
リ
タ
ル

コ
ト
ヲ
充
分

二
証
明

ス
ル
モ

ノ
ナ
リ

其
第
五
。証

庚

午
禦

貞
割
付
∵

題

シ
タ

ル
帳
簿

ハ
明
治
、.庚

↑

り

成
坐

シ
テ
甲
府
県
庁

力
貢
納
額

ヲ
割
附
ケ
タ
ル
モ

ノ
ナ
リ
而

シ
テ
其
割
附
中

〔米
、
.斗

弄

、ハ
A
ロ
此
高
四
壬

..升

.

.合
小
物
成
〕
〔米
八
倉

勺
此

反
別
九
畝
拾

五
歩
高

断
米
-
石
三

ム
.
申

ヨ
リ
会

高

断

(
糠
七
捌
九
研
猷
船
鉢

繍

分
)
此
反
別
百
町
壱
反

・
畝

・
干

歩
〕
詣

撃

昌

疋
レ
亦
小
物
成

ハ
勿
論
第
三
号

証

ノ
如

ク
更

是

メ
珊フ
レ
タ

ル
秣
場
役
米

二
至

ル
迄
納

メ
来
リ
タ
ル

7

ヲ
萌

ス
ル
ハ
第
四
号
証

尚

7

効
力

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ

ナ

リ

其
第
六
号
証
絵
図
面

ハ
明
治
七
年
甲
戌
九
月

八
リ

婆

ニ
シ
テ
当
時
公
有
私
有

ノ
差
別

ナ
ク
実
地

ノ
取
調

二
際

シ
入
会
村

々
互

二

意
見

ヲ
塁

シ
協
議

ノ
成

}フ
サ
ル
処

ヨ
リ
当
時

ノ
区
長
小
尾
置

庁

ノ
命

ヲ
奉

シ
点
検
令

ナ
リ
調
製

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
而

シ
テ
該

吊

二
書

林

ハ
特

二
色
分

ヲ
為

シ
一ア
以
一ア
境
界

ヲ
正

シ
タ
ル
モ
ノ

ハ
何

ン
ソ
ヤ
之

レ
即
チ
民
有
些

一
混

セ
サ

ラ
シ
メ

ン
為

メ
ナ
リ

然

}フ
ハ
則

チ
其

官
埜

τ

フ
サ

ル
他

ノ
入
会

山

ハ
民

食

帰

ス

ヘ
キ

コ
ト

ヲ
証

ス

ル

ェ
足

ル

モ

ノ
ナ

リ

葦

ヒ
.証

〔髄

〕
ト
題
ス
ル
モ
ノ
ハ
比
隣
村
々
ノ
保
証
壷

シ
テ
則
萌

治
八
年
地
租
改
正
霧

局
乙
第
三
選

中

〔従
来
数

村
入
会
又

ハ
荷

持
某
々
数
人
持
等
積
年
ノ
慣
行
存
在
致
シ
比
隣
郡
竺

於
テ
モ
其
処

一頗

莚

嚢

シ
来
リ
候

蕪

相
違
旨
保
証

致
シ
候
地
所

ハ
仮
八η簿
型

盟

無
之
共
其
慣
行
ヲ
以
テ
民
有
ノ
確
雫

視
認
シ
云
々
〕

ト
ア
ル
ニ
依
テ
為
念
比
隣
村
々
ヨ
リ
申
受

ケ
タ

ル
処

ノ
保

証
書

ナ

リ

幽幽団創劇四一 四「燗1嗣一
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以
上
列
記

ス
ル
カ
如

ク
該
山

二
対

シ
テ

ハ
往
雪

凸

由
進
退

ヲ
為

粂

多

ル

ハ
勿
論
小
物
成

ト
称

ス
ル
山
手
年
貢
秣
場
役
米
等

積
年
納

メ
来
リ
タ

ル

ハ
判
然
タ

レ
ハ
則

チ
被
告
県
令

力
論
地

ノ
処
分

ヲ
為

ス
ニ
魅

ア
ハ
明
治
七
年
太
政
官
第
百
四
+
三
冑弓
達
史

取

調

ノ
都
合

言

リ
人
民

ノ
幸
不
幸

ヲ
生

シ
候

テ

ハ
不
都
合

二
付
従
来

ノ
景
況
篤

ト
検
査

ヲ
加

へ
官

属

ス

ヘ
キ
モ
ノ

ハ
官
有
地

編

入

罠

二
属

ス
ベ
キ
モ
ノ

ハ
民
有
地

編

入

シ
官
民

ノ
誓

ヲ
分
チ
難

キ
モ
ノ

ハ
別
雛

形

二
照
準

シ
取
調
.ム
々
)
ト

ァ
リ
又

(明

治
八
年
地
租
改
正
霧

局
乙
第
三
・蓬

中
従
来
数
村
入
会
又

ハ

一
村
持
某

姦

人
持
籍

年

ノ
慣
行
存
在
致

シ
比
隣
郡
村
竺

於

テ

モ
其
処

二
限
リ
慧

改

シ
来
リ
墜

無
相
唱讐

保
証
致

シ
候
地
所

ハ
仮
令
蒲

二
明
記
毎
芝

候
止
ハ其
慣
行

ヲ
以

,ア
暑

ノ
確
証

ト
視

認

シ
是

レ
ヲ
昏

地

編

入
候
黛

可
心
得
.ム
々
)

与

ル
等

二
照
準

シ
須

ラ
ク
暑

地

一編

入

ス
ヘ
キ
筈

ナ
ル

芝

レ
ヲ
官
有
地

編

入
為

シ
タ
ル

ハ
甚
ダ
・不
当

ノ
処
分

二
付
之

レ
カ
取
消

シ
ヲ
為

ス
様
御
裁
判
被
成
、下
度
奉
願
候
也

但
訴
訟
入
費

ハ
被
告

ヨ
リ
償
却

ヲ
受

ケ
度
候
也

右
代

、茜
人

,

.

鳩
山
和
夫

明
治
卜
八
年
三
月
ー

日

東
京
控
訴
裁
判
所
長

判
事
尾
崎
忠
治
殿

県

は
六
早

九

日
・

こ
の
訴
訟

に
対
す
る
答
茎

臼
を
裁
判
所

に
提
出

し
た
。
東
京

に
て
答
墾

口
作
成
か

り
対
審
迄
を
担
当
し
た
の
は
地

理
課
課
長
三
城

廓

(秋

田
県
士
族
)

で
あ

っ
た
.
対
審
は
六
月

三
+
日
、
七
月
三
日
、
七

日
と
三
回
お

▼」
な
わ
れ
た
。
答
斐

臼
の
内
容

は
次

の
如

く

で
あ

っ
た
。

県

の
認
識

で
は
暑

地

編

入
す

べ
き
も

の
は
二
通
り
あ

.
て
、

;

は
民
有

の
確
証
あ
る
も

の
、
即
ち
検
地
帳
等

に
饗

記
載
あ
る

も

の
及
び
領
麦

は
地
頭

よ
り
与
え
ら
れ
た
も

の
、
又
は
暑

を
以

て
買
得

し
奪

証
拠

が
判
然
た
る
}、
と
、
二

つ
は
積
年
樹
木
栽
培
等
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の
労
力
を
致
せ
し
も
の
及
び
自
由

に
売
買
等
を
為
し
或

る
い
は
各
自
割
持
連
綿
自
由

に
進
退
し
来
た
る
等
成
跡
が
あ
り
・
民
有

に
す
る
然

る

べ
き
道
理
あ
る
も

の
と
し
た
。

こ
の
見
地

に
立

て
ば
、
本
訴

の
地
所
は
入
会
秣
場

に
し

て
唯
小
物
成
税
を
納
め

て
自
然
生

の
草
木
を
刈

取
し

て
い
る
だ
け

で
、
所
有

の
徴

証
は
勿
論
民
有
と
す
る
然

る
べ
き
道
理
な
し
と
し
た
。
検
地
帳

に
縄
受
記
載
な

く
小
物
成
米
を
納
め
来

た
る
も

の
は
、

こ
れ
を
田
畑

の
如
く
土
地

に
対
す

る
正
租
と
同

一
視
す

べ
き
で
は
な

く
、
地
上

の
草
木

の
刈
取
に
対
し
単

に
草
木
料
を
納

め

て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
論
じ
た
。
明
治
九
年
九
月
七

日
の
県
達
乙
第
し
九
号

に
基
き
作
成
し
た
山
林
原
野

一
筆
限
帳
、
ト

一
年
中
村
方

よ
り
県

に
提
出
し
た
原
由
慣
行
調
書

の
記
載
を
み

て
も
、
入
会
秣
場
を
民
有

と
す
る
証
拠

に
は
な
ら
な

い
と
し
た
。

こ
う
し
た
県

の
意
見

は
西

年

万

人

u
、
而

林
原
野
罠

所
有
定
方

二
翫

L
と
し
て
地
租
整

霧

局
へ
経
伺
し
た
・
「従
来
地
上
菓

刈
取

一蓼

小
物
成

ト
唱

へ
若
r
山
税
相
納

メ
樹
木
草
茅
採
刈
致

シ
来
リ
候
慣
行

ニ
ハ
候
得
共
民
有
地

ト
ナ
ス
ヘ
キ
成
跡

ノ
可
徴
廉
無
之

二
付
官
有
地

二
相
定

メ
候
見
込

二
有
之
」
と
す
る
県

の
見
解

が
認
め
ら
れ
県

の
対
応
を
正
当
な
る
も

の
と
断
じ
た
。
村
が
提
出
し
た
証
拠
書
類

に
対
し
、

こ
れ
を
民
有

の
証
拠
と
為
す

に
足
ら
な

い
理
由
を

一
つ

一
つ
取

り
上
げ
な

い
が
、
二
点

の
み
要
約
し

て
お

こ
う
。

①
第

一
号
証

に
対

し

て
、
明
治
卜

一
年

の
原
由
慣
行
調
書
を

み
る
と
本
訴

の
地
所

は
二
石
三
合
と
あ
り
、

四
斗
三
升
二
合

の
地

は
調
査

の
L
幾
分

か
は
民
有
と
し
処
分
済
み

(卜

、
↓年
七
月
)

で
、
村
方

の
論
述

は
事
実

に
翻
齢
す
る
と
答
弁
。

②
第
三
号
証
に
対
し

て
、
入
会
場

区
域

の
論
争

で
あ

っ
て
上
地
所
有

の
こ
と
と
は
関
係
な
い
。
「
該
地
所
果

シ
テ
原
告
旧
両
村

ノ
共
用
所

有

タ
ラ

ハ
何

ソ
入
会

区
域

二
関

シ
争
論

ス
ル

コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
然

ラ

バ
地
元
村
、
所
有

ニ
シ
テ
穴
平
村

ヨ
リ
之

二
入
会

シ
タ

ル
モ

ノ
ト
セ
ン

カ
其
秣
場
役
米

ノ
如

キ

ハ
宜

シ
ク
地
元
村

二
於

テ
負
担

シ
入
会
村

ハ
其
地
.兀
村

二
小
作
料

ヲ
払

フ
ベ
シ
何

ソ
地
元
村

二
於

テ
穴
平
村
分

ヲ

取
集

メ
上
納

ス
ル
ノ
理

ア
ラ

ン
ヤ
日疋
レ
原
告
旧
両
村
共

二
其
所
有

二
非

ラ
ス
シ
テ
同

ク
草
木
料

ヲ
納

メ
テ
入
会

シ
タ
ル

一
点

ヲ
証

ス
ル
ニ

過
キ

ス
」
、
入
会
地

で
の
争
論
は
利
用
を
め
ぐ
る
も

の
で
あ

っ
て
所
有
問
題

で
は
な

い
と
し
た
。

対
審
終
r
後

の
八
月
、
了
「
五
日
、
原
告
代
言
人

は
弁
駁
書
を
裁
判
所

に
提
出
し
た
。
要
点

は
四

つ
あ

る
。

}
つ
は
、
民
有
地

に
編
入
す
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べ
き

も

の

に
二

つ
あ

り

と
し

て
論

じ

る

の
は
、

元

々
そ

れ
ら

は
法
律

上

制
限

さ

れ
る
も

の

で
は
な

い
の
だ
か

ら
不
当

で
あ

.
て
、

論
山

利

用

の
権
利
と
霧

負
担
は
歴
然

で
あ

る
。

.
ぢ

は
、
小
物
成
が
村
高
内

に
算
入

さ
れ
た
の
は
実
際
土
地

の
所
得
権
利

に
対
す
る
公
霧

で

正
租
と
異
な
ら
な

い
・
三

つ
は
、

.
石

脊

の
地

に
対
す
る
処
置

の
あ
り
方
。

四

つ
は
、
明
治
卜

四
年

万

大

日
の

「
伺
」

の
不
+
分

さ
を
指

摘

す

る
・
山
林

原

野
官

民

有
区

別

調
査

表

に
掲

記

さ

れ
た

の
は
地

目

と

反
別

の
み

で
、
「
甲

斐

国
中

何

レ

ノ
地

ニ
ア

ル
官
民

判

別

ノ

疑
似

ヲ
伺

ヒ
タ

ル

モ

ノ
乎

証

明

ス

ヘ
カ

ラ

ス
」
、

よ

っ
て
経

伺
と

は
、.日
い
難

い
と

し
た
。

こ
れ
よ

り
先

、
対

審

前

の
六

月
六

日
、
県

は
津
金

・
豊

田
村

の
両
、戸
長

を

召
喚

し
、

裁

判

の
願

ト

と
論
地

の
払

下

を
示

唆
、

こ
れ

で
村

民

高

を

説

得
す

る
よ

う
申

し
伝

え

た
如

く

で
あ

る
。

県

は

こ
の

一
件

を
穏

便

に
お

さ
め

る
た

め

に
、
答

弁
教
口
が
裁

判
所

に
提
出

さ
れ

る

(六
月
レ
九

日
)
直
前
・
す
な
わ
ち
東
京

に
て
三
城

一
郎

が
右

の
書
類
を
作
成
中

の
段
階

に
な

っ
て
先

の
は
た
ら
き
か
け
を
村
側

に
迫

っ
た

の
で
あ
る
・

し
か
し
村
側

に
も
短
期
間

で
は
意
見

致

を
み
な

い
諸
事
情
が
あ

.
て
戸
長

の
思

い
通
り
に
は
運
ば
な
か

.
た
。
県

の
意
図

す

る
と

こ
ろ

は
対

審
前

に
は
間

に
合

わ
な

か

っ
た

こ
と

に
な

る
。
東

京

に

て
答
弁

書

作
成

の
最
終

段

階

に
あ

っ
た

三
城

一
郎

が
、

こ
う
し

た
県

の
動

き
を

逐

一
r

承
す

る
立

場

に
あ

っ
た
か
ど

う

か
、
詳

細

は
不

明

で
あ

る
。

明

治
レ

九
年

三

月

モ
ト

一
日
、
東
京

控
訴

裁

判
所

に
て
判
事
小

杉

直
告

、
木
村

喬

一
郎

の
も

と

で
判

決

が
占
渡

さ
れ

た

(..件

と
も
)
。
要

点

は
小
物

成

米

の
理
解

、

規
定

に
か

か

わ

る
。

小

物
成

米

と

は
、

そ

の
地
ヒ

の
草

又

は
薪

等

を
刈

取

る

に

つ
い
て
の
税
米

で
あ

.
て
入

会

地
を
所
有

す

べ
き

遙

退
権

を
得

た
も

の
で
は
な
い
と
し
た
。
村
側
が
従
来

の
入
会
地

を
村

の
砦

良

有
と
す

べ
く

「
処
分

ノ
引
直

シ

}
の
主

張

は
蝕

に
退

け
ら

れ

た

の

で
あ

っ
た
。

二

県

の
方

針

む
す
び
に
代
え
て

山
林
原
野

の
改
租

は
種

々
の
事
情

で
遅
れ
た
。

明
治
七
年
卜

一
月
七
日
の
太
政
官
布
告
第

一
、
一〇
号
と
太
政
官
達
第

一
四
三
号

で
公
有
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地
制
度
が
廃
止

さ
れ
る
▼、
と
に
な

リ
、

▽、
れ

で
林
野

の
所
有
嚢

定
が
明
瞭
と
な

っ
た
.

し
か
し
内
務
省
は
八
年
五
月
迄
罠

良

別

の

明
確
な
規
範
を
示
さ
な

い
。

瓢

年
.
π

合

、
県
は
内
務
卿
宛
に
林
野
小
物
成
地
の
罠

有
区
別
見
込
、
す
な
わ
ち
県
の
方
針
喬

い
・
三
早

七
提

η
を
受
け

た
.

}、
れ
が
山
梨
県

で
の
罠

良

別
開
始

と
な
る
。
伺

は
墳

目
あ
る
。
篁

項

で
は
山
麓

野
は
耕
宅
地
と
異
な
り
検
地
帳

に
記
載

さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
小
物
成
帳

や
山
論

に
関
す

る
裁
許
状
を
と
り
L
げ
、
そ

こ
に

「
何
村
進
退
地
或

ハ
謹

退
地
」
と
あ
れ
ば
・

こ
れ

を
麩

と
し

正

有
地
笹

種

に
編
入
と
見
込
む
。

こ
れ

に
対
し
内
務
省

は
検
地
帳
箒

の
検
閲
を
経

た
簿
冊

で
あ
れ
ば
見
込

の
通
り
だ

が
、
進
退
と

は
林
野

の
所
属
羨

め
た

の
で
あ

.
て
所
有
ま

で
定
め
た
も

の
で
は
な

い
か
長

有
と

は
認
難

い
と
し
た
・
箇
所
別

に
伺

.つ
よ
.つ
求
め

て
い
.Q
。
第

瓦
項

で
は
数
村
或

る
い
は

轟

の
秣
場
を
砦

地
第

・
挿

に
編
入
し
た

い
が
確
証

の
条
件

は
第

墳

と
同
様

に

し
た
い
と
す
る
。
指
A
.
は
第

墳

高

じ

で
あ

.
た
。
民
有
地
編
入
条
件

は
検
地
帳
か
、
そ
れ
と
同
格

の
文
書
だ
け
が

扉

有

ノ
確
証
L

た
り
う
る
の
で
あ

っ
て
、
当
時

一
般
的

な
採
草
、
採
炭

の
入
会
地
慣
行

は
編
入
条
件
か

ら
除
外
さ
れ

て
い
(耀
。

八
年
六
月
.
下

.
百

の
地
租
改
正
霧

局
達
乙
第

.二
・ヴ
に
て
民
有
地
編
入
条
件

が
緩
和

さ
れ
る
・

し
か
し
+

・
夏

下

四
日
同
局
達

乙

第

=

口写
に
よ

.
て

「
薪
秣
刈
伐
或

ハ
従
前
秣
、水
山
永
下
嚢

冥
加
永
等
納
来
候
習
慣

ア
ル
モ

ノ
ヲ
概

シ
テ
民
有

ノ
証
ト

ハ
贅

認
」
と

し
、
先

の
見
解
を
楚

し
た
。

}、
の
の
ち
、
山
林

原
野
箒

民
所
有
区
分
処
分
方
奪

を
う
け

て
県

で
は
九
年
九
月
吉

に
乙
第
七
九
号

(前
述
)
を
、
翠

年

四
月
西

日

の
乙
第
六
・
号

に
て
山
林
原
野
所
有
之
盤

取
調
簿
、
由
麓

野
原
由
取
調
簿

の
作
成
を
命
じ
た
・
こ

れ
は
乙
第

=

[与
の
趣
ヒ
日
に
即
し

て
な

さ
れ
た
も

の
で
あ
る

(療

因
慣
行
等
箏

取
調
経
伺

ノ
上
処
盆

致
L
)
・
こ
の
作
業

は
・
県
民

に

あ

る
種

の
希
望
、
す
な
わ
ち
従
来

の
利

川
を
前
提

に
し

て
籍

設
定
が
な
さ
れ
る

と

い
う
期
待
を
抱
か

せ
た
と
思
わ
れ
る
・

こ
の
簿
冊
が

罐
縦

繋

嚇

篇
磐
鹸擁
諺
鞭
鞭

軽

㍊
翫難

韓
纏
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又

は
入
会
秣
場
と
称
す
る
小
物
成
地

は
粟

人
民
が
自
由

に
進
退
し

て
薪
材
肥
料

の
採
取
、
用
材

の
伐
出
慣
行
を
継
続
し

て
き

て
い
る

が
・

こ
れ
を
以

っ
て
肇

な
る
民
有

の
証
拠
と
は
な
し
得
な

い
の
で

蒔

罠

稟

定
地

の
名
義
を
付
す

し
と

に
し
た
。

甲」
の
決
定

は
県

民
を
し

て
従
来

の
権
利

が
剥
奪

さ
れ
る
と
感
ぜ
し
め
た
.
官
側

で
言
う

「
穫

」
「
濫
伐
」
の
横
だ仔
が
激
し
垂

る
が
、

}」
れ
は
入
会
慣
行

が
強
固

に
継
続
さ
れ

て
い
る

こ
と
を
示
す
。

こ
う
し

て
ト
四
年

百

大

日
、
所
属
未
定
地

の
大
部
分
が
暮

地

に
編
入

さ
れ
る
}し
と
に

な
り
・
純
然

た
る
民
有
山
林

は
九
生

毛

の
恕

と
な

っ
た
。
県
民

の
警
愕
彊

は
甚
し
く
、

}」
れ
に
対
し
県

は
人

々
の
箋

隻

障
を

及

ぼ

さ
な

い
た
め

に
は
・

亘

官
有

に
編
入

し

た

と

は

い
・凡
旧
来

か
ら

の
慣

行

を
維
持

す

る

▼」
と
が
肝
要

、

す

な

わ
ち
入

会

を
認

め

る

べ

く
醤

務
卿

に
伺

い
・
承
認
を
得
た

(前
述
)。

こ
う
し

て
み
る
と
本
稿

で
と
り
上
げ

缶

林
訴
訟

の
結
論
は
既

に
±

年
上

月

の
時
占
州

で
出

て
い
た
・
西

年

二
月

二
日
の
霧

蓬

乙
第
六
号

に
よ

っ
て

「
各
地
方
山
林
罠

有
区
別
調
査
之
杏

有
些

一
確
定
相
成
候
山
林

ハ
渾

テ
官
替

編

奇

致
候
」
と
さ
れ
、
罧

か
ら

の
会

利
用
制
限

が
各
地

で
進
行
す
る
中

で
、
山
梨
県

で
鮭

目
有
山
林

の
入
会
利
用

が
旧
小

物

成
地

全

て

で
は
な

い
に
せ

よ
認

め

ら
れ

て

い
る
。
。

明
治
政
府

の
罠

有
区
別

の
取

り
組
み
を
み
る
と
当
招

小
物
成
地

の
砦

地
編
入
条
件
が
厳
格

で
あ
り
、

そ
れ
は
以
後
も

責

し

て

生
き

て
い
る
・
八
年
六
月
ヒ

百

達

で
そ
の
条
件
が
緩
和
さ
れ
、
八
隼

.
戸

丁

署

の
達
、

そ
し
て
占

年
以
降
更

に
厳
格
と
な
る

如
く

で
あ
る
・

こ
の
緩
和

の
達
は
人

々
を
し

て
旧
小
物
成
地
が
従
来
通

り
利
用
出
来

る
と

い
・つ
意
味

で

「
民
有
」
と
捉
え
た
か
も
知
れ
な

い
・
た
と
え
そ
う
だ
と
し

て
も
・
県

は
土

年
土

月
二
卜
九
日
の
段
階

で
旧
小
物
成
地
食

有
地
化
出
来
な

い
}」
と
を
表
明
し

て
い
る
。

官
暑

区
別
は
占

年

百

に
な
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
県

の
態
度
は
妻

上
そ
れ
墜

剛
に
決
ま

.
て
い
た
と
言

.
て
良

い
.

}」
の
間

の
地

方
官

の
態
度
を
理
解
す
る
上

で
丹
羽
邦
男
先
生

の
指
摘
、
山
林
局

は

「官
林
か

り
の
入
会
利

用
閉
め
出
し

の
土口薗

を
も
ち
な
が
.り
、
民
情

を
姦

し
・
漸
進
的
な
実
行
窺

場
出
張
官
に
藪

適
」
い
る
と
す
る
の
は
婁

で
あ
る
.
地
方
官
が
人
々
に
示
立

見
許
容
あ
る
態
度

は
・

そ

れ
を
背

後

で
支

え

る
政

策

が
あ

っ
て
な

し

得

る

の

で
あ

っ
て
、
彼

・り
を
曲

解

し

て
は

な

、b
な

い
だ

う

つ
。
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眼
を
転

じ

て
会
社
法
規
制

の
面
を
政
策
か
、b
み
る
と
、
明
治
±

年
を
境

に
二

つ
に
大
別

で
き

る
・
⊥

年
以
前

で
は
設
立

と
内
容

へ

の
規
制
が
厳
重
な

の
に
対
し
、
以
後

は
緩
和
さ
れ
る
。
就
中
七
年
初
頭
か
ら
⊥

年
七

月
ま
で
の
政
策
は
極
め

て
錯
雑
化
し

て
い
る
・

こ

の
間
政
府

は
金
融
会
社

に
関
す

る
弊
害
発
生

に
苦
慮
し

つ
つ
も
、
七
茜

月
以
降

の
許
可
指
令
形
式

を

コ

般

ノ
会
社
条
例
制
定
相
成
候

迄
人
繕

対

二
廷

せ
る

}」
と

に
し
た
。

}、
の
規
製

和
策

は
特

に
±

年
七
月

、
下

吾

、
太
政
官
達
筆

三

量

府
暑

職
制
L

で

地
方
官

に
会
社
撃

許
可

に

つ
い
て
の
嶺

を
与

え
た

こ
と
に
よ

。
て
、

そ
の
後

の
会
社
設
巌

の
急
増
を
促
進

し
た
・
し
か
し
左

年

に
な

る
と
五
月
六
日
の
人
蔵
省
達
第

一
〇
号

で
銀
行
類
似
会
社

に

つ
い
て
の
法
規
制

が
厳

し
く
焦
罷
。

規
制

と

緩
和

が

}、
の
よ
・つ
に
関
連

す

る

の
は
決

し

て
偶
然

で
は
あ

る
ま

い
。
地

方

三
新

法

の
成

必

よ

っ
て
生

じ

る
県

の
政

策

は
・
当

時

の
政
治
経
済
全
体

の
中

で
位
置
づ
け
る
作
業
が
必
要

と
な

っ
て
く
る
。

本
稿

で
扱

.
た
山
林
訴
訟

は
、

}、
れ
を
県
側
々

り
み
る
と
、
ご
滝

か

の
未

定
地
を
残
し

て
山
林
原
野

の
地
租
改
正
が
終

了
し
た
直
後

だ
け

に
、
係
争
沙
汰
が
告

る

▼、
と

で
、

そ
れ
が
婆

し
県
政

の
円
滑
な
響

を
妨
げ

る
こ
と

に
な

っ
て
は
な
ら
な
い
と
し

て
強

い
態
度

で
裁
判

に
臨

ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

村
側

に
し

て
み
れ
ば
、
裁
判
寄

言

担
す

る
だ
け

で
も
容
易

で
は
な

い
は
ず
な

の
に
、
敢
え

て
裁
判

に
迄
至

ら
ざ

る
毒

な
か

っ
た

諸
事
情
、
と
り
わ
け
農
林
業
を
中
心

に
し
た
経
済

の
在
り
方
、
変
容
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
・
課
題

と
し
た
い
・

注(-
)
(3

『府
県
地
租
改
正
紀
要

詑

(研

治
…削
期
産
業
達
史
資
料

別
冊
響

』
明
治
文
献
資
料
到

付
会
・
昭

和

四
+
年
)
・

(
3
)
『
内
務
省

日
誌
』

明
治
八
年
第

..-号

(
『
明

治
初

期
内

務
省

H
誌

上
巻
』
国

書
刊
行
会

・
昭
和

五
+
年

)
・

(
4
)
福
島
正
夫

『地
租
改
正

の
研
究

瑠

訂
版
ご

(有
斐
閣
、
昭
和
四
+
五
年
)
四
四
五
頁
・

(
5
)
『
明

治
初
年
地

租
改
正
基
礎

資
料

中

巻
』

(
有
斐
閣

、
昭
和

、,、十

一
年
)

八
九
〇

1

八
九

.㌔
頁
。



244商 経 論 叢 第32巻 第1号

(
6
)

(
7
)

『
山
梨
県

史

第

.巻
』

・
、八
五
-

.
天

六
頁
.

『
従

明
治
六
年

L
呈

九
月

大
薯

伺

利
』

(山
梨
竪

図
堂
H
館
所
蔵

)
.

(
8
)
『
山

梨
県
史

第

養

・
・八
L
↑

.
・九
〇
頁

.
萌

治
L
雰

大
蔵

省
指
A
p
留

』

(山
梨

県
立
図
董
日館

所
蔵
)
。

撫

霧

纏
輪

搬
晦
諜殉麟

勝
諜
購
懲

牌鞭

臥
縫

.無

影
獅

螢

てギ

擁

矯

擁

題

塩
ゼ
　
円
滑
に
進
捗
喜
な
い
種
々
の藁

あ
£

拙
稿

地

租
改
正

叢

進
行

過
程

の
考
察

(
「
畠

12
占

田
市
史
研
究

』
第

10
号

、
山
梨
県
富

」
b
口
田
市

、
、平
成
ヒ
年

)
.

(
01
)
算

恭
悦

「
奢

地
罠

良

別
と
栃
木
県

の
実
施
過
程
[
(『宇
都
臭

学
曲辰
学
部
演
習
林
雛

口
』
轟

庁
、
平
成

、年
)
.

亘

丹
羽
邦
男

形

成
期

の
明
治

地
セ
鯉

(塙
廷
H
房
、
昭

和
、、、左

年

)

西

、
ハ
」

四
九
頁

。

翻

脚

樋

雛

駿

惣
蘇

騒
難

畿

」
筆

資

二
薦

昭
和
四
大
年
)
・・、四
蒐

(
14

)

『
山

梨

県

史

第

一
.
.巻

』

九

.

.L

ー

九

.

.八

頁

。

(51
)
纏

鰻

齢
鱒

黙

奉
願
候
前
標
記
ノ
山
地
芝

ア
リ
抑
該
地
ハ
往
焦ー

当
藻

金
村
聖

シ
テ
穴
唾
村
棊

原
源
組
力
入
くム

愈

滞蘇

講
薦

就
澗轄

鷹
籔
韓

轍

欝
僻継

麟

鑓

鯉

ナ
ル
ヘ
キ
旨
御
達
相
成
候
節
富

地

義

ハ
仙剛
述

ノ
如
ク
讐

冒

ド
黍

地
、兀
ニ
シ
テ
奈

村

ト
桑
原
組

ノ
会

山
地
ナ
ル
符

禧

行
成
跡

等
陳
弁
徒

前
ノ
侭
御
据
置

義

歎
願
致

シ
又
官
有
聖

ナ
ル
ヘ
キ
事
由

ヲ
モ
伺
候
得
仕
絵

ア
御
採
用
無
之
因

ア
明
治
+
五
年
五
月
+
日
附

ヲ
以

孟

梨
県

へ
讐

奄

綾

処
明
治
七

ハ
年
・
灯

、+
..、日
願
之
難

及
詮
議
旨
御
指
霜

成
然

ル
処
当
村
々
ノ
右
山
地

二
於
ケ
ル
田
畑

ノ
肥
又

ハ
秣

ヲ
始

メ
其
他

日
常

藁

薪

二
至

ル
迄
積
年
之

ヲ
該
山
地

二
聖

実

二
我
命
豚

ノ
係
ル
処

二
有
之
然

ル
ヲ

覇

官
皇

漫

従
然
慣
汐

如
ク

畠

ノ
稼
キ
ナ
ラ
サ
ル
様
相
成
候
テ
ハ
従
来
告

'一関
係

ス
生

奄

竺

付
何
分
此
侭

二
黙
止

シ
難

ク
就
一ア
ハ
次
よ

畠

地

二
係

ル
蔓

章
日

二
付
尚

ホ
当
ド
津
金
及

ヒ
穴
平
村
桑
原
組
入
会
タ
ル
ノ
旧
記
実
蹟

ヲ
説
明
仕
候

(以
ト
省
略

、
…
筆
者
)

(61
)
謂

梨
県
議
会
史
』
第

巻

(山
梨
県
議
会
、
昭
和
四
去

年
二

九
ゴ
、、頁
以
ド
参
照
。
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(
17
)
『明
治
十
五
年

農
商
務
省
指
令

全
』

(山
梨
県
立
図
書
館
所
蔵
)。

(鷲

輔

難

粘

四
日

「官
有
地
山
林
原
野
処
分
之
儀
、
付
再
上
申
、
(指
A.
は
七
月

、+
九
旦

『明
治
+
五
年

簿

省
指
令

全
』
山
梨

(記
鞠

+
七
年
九
月

.+
九
日

「山
林
原
野
地
租
改
正
之
義
伺
＼
指
く・
は
ト
月
+
五
昌

明
治
ト
」
工

馨

指
令

全
』
山
梨
嵩

露

(鎧

餅

絆

辣

八
尺

唐
度
県
へ
、御
詮
議
願
・
を
提
出
す
る
に
先
塑
ち
、
五
月
-

ハ
月
に
鳩
山
契

毒

田
奨

郎
が
依
頼
に
嘉

(
21
)

『
山
梨

県
林
政
誌

全
』

(
山
梨
県

、
大
正
十

4
年
)

一
五
〇

ー

一
互

-
、頁
。

(
22
)
『
従
明
治

八
年

一
月

至
同

...月

内
務
省
伺

天
』

(
山
梨
県
塑

図
書
館

所
蔵
)
。

(
23
)
笠
井
恭
悦

「
前
掲
論

文
」
。

(
24
)
『
山
梨
県
林

政
誌

全
』

一
四
九
ー

一
五
〇
頁
。

(
25
)
丹

羽
邦

男

『
L
地

問
題

の
起

源
』

(
平
凡
社

、
平
成
元
年

)

.

.五

五
頁
。

(縛
講
鰹
韓

籍

薦

醗
拶
鞭

町難

聡騒誌
雛

轟

写♂
灘

舗

難

付

記格鞭

醐軽

瓢

雄

讐

鱒卿馨

擁

懲
鞍

砥
ま矯
謹

赫嘱勝吸
蟻

氏に

…


